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小林市条件付一般競争入札（事後審査型）実施要領（平成21年小林市告示第44号）

新旧対照表 

改正後（案） 現行 

（対象工事） （対象工事） 

第３条 この告示の対象となる建設工事は、設

計金額が土木工事は2,000万円以上、建築工

事は7,000万円以上のものとする。ただし、

災害復旧工事については、               

             この限りでない。 

第３条 この告示の対象となる建設工事は、設

計金額が土木工事は5,000万円以上、建築工

事は7,000万円以上のものとする。ただし、

他の入札方式で競争性が確保されないと認

められるときはこの限りでない。 

（入札の公告） （入札の公告） 

第９条 入札公告は、建設工事を発注する課

（以下「発注課」という。）において、市役

所掲示場への掲示並びに小林市ホームペー

ジ（以下「市ホームページ」という。）及び

入札情報サービスシステムへの掲載により

行うものとする。 

第９条 入札公告は、建設工事を発注する課

（以下「発注課」という。）において、掲示

場及び小林市ホームページ（以下「市ホーム

ページ」という。）                     

                       への掲載により行

うものとする。 

２ 〔略〕 ２ 〔略〕 

（入札説明書等に関する質問及び回答） （入札説明書等に関する質問及び回答） 

第11条 入札説明書等に関する質問は、公告日

から開札日の前日から起算して４日前の日

までに発注課において入札に関する質問票

（様式第２号）を電子メールで受け付けるも

のとする。 

第11条 入札説明書等に関する質問は、公告日

から開札日の前日から起算して３日前の日

までに発注課において入札に関する質問票

（様式第２号）を電子メールで受け付けるも

のとする。 

２ 〔略〕 ２ 〔略〕 

（工事費内訳書の提出） 

第14条 入札者は、入札書とともに工事費内訳

書を提出するものとする。 

（工事費内訳書の提出） 

第14条 予定価格が1,000万円以上の建設工事

は、工事費内訳書を提出するものとする。 

２ 前項の工事費内訳書は、入札書とともに提

出するものとする。 

（次順位者の資格確認） （次順位者の資格確認） 

第19条 〔略〕 第19条 〔略〕 

２ 前項の 規定による資格確認は、入札参加

資格がないとされた落札候補者に前条第２

項に規定する通知をした日から行うことが

できる。ただし、当該落札候補者から次条第

１項  に規定する説明を求める書面を受理

２ 第１項の規定による資格確認は、入札参加

資格がないとされた落札候補者に前条第２

項に規定する通知をした日から行うことが

できる。ただし、当該落札候補者から第20条

第１項に規定する説明を求める書面を受理
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したときは資格確認を中断するものとし、第

17条第６項に規定する期間を算定するに当

たり、当該中断の期間を除くものとする。 

したときは資格確認を中断するものとし、第

17条第６項に規定する期間を算定するに当

たり、当該中断の期間を除くものとする。 

（入札の無効） （入札の無効） 

第22条 財務規則第102条の３に該当する場合

のほか、次のいずれかに該当する者のした入

札は無効とし、入札公告において明らかにす

るものとする。 

第22条 財務規則第102条の３に該当する場合

のほか、次のいずれかに該当する者のした入

札は無効とし、入札公告において明らかにす

るものとする。 

(１)～(３) 〔略〕 (１)～(３) 〔略〕 

(４)                                  

           工事費内訳書の提出がない者

のした入札 

(４) 工事費内訳書の提出を要する建設工

事について、工事費内訳書の提出がない者

のした入札 

(５)                                  

           入札金額と工事費内訳書の金

額が一致していない場合において当該理

由を記載した理由書を提出していない者

のした入札 

(５) 工事費内訳書の提出を要する建設工

事について、入札金額と工事費内訳書の金

額が一致していない場合において当該理

由を記載した理由書を提出していない者

のした入札 

 


